
１市４町２村の合併により成立した広大な中核市において、鉄道・基幹バス、そして住民が運営に参画した
「地域バス」による多核ネットワークの構築、多様な利用促進策及び生産性・持続可能性の向上策を展開し、
地域交通を活性化。

豊田市公共交通会議 （愛知県豊田市）

（１）企業と連携した通勤輸送の公共交通利用（鉄道）への転換

● 渋滞対策等の観点から、地元大手企業と連携した公共交通利用促進を実施

● 愛知環状鉄道の複線化、パークアンドバスライド駐車場の整備などの施策を展開

（２）バス利用促進策の展開

● 鉄道・事業者バス・コミュニティバスを一元的に集約した移動支援サイト・アプリ、

「みちナビとよた」を整備し、利便性を向上

● 事業者委託ではないコミュニティバス（基幹バス）では全国でも例の少ない交通系共通ＩＣカードの導入

● 商工会との連携によるバス利用時の買い物で運賃をキャッシュバック

２．創意工夫

● 鉄道・基幹バス・地域バスを組み合わせ、広大な市域を効率的にカバー

● 「鉄道」は、「愛知環状鉄道の複線化」などを実施し、通勤需要に対応、車通勤の減少

● 「バス」は、中核的拠点を結ぶ「基幹バス」とエリアを担う「地域バス」に分類

● 「基幹バス」は市と事業者とが緊密に連携し、計画に基づいた運行・改善を実施

（改善例：コミュニティバスでの交通系共通ICカードの導入 等）

● 「地域バス」は、地域住民、商工会、病院、学校などが参加する「運営協議会」の

議論に基づき運行、改善を実施。

１．多様な主体の実質的参画

３．自立性・継続性

● 収支率等の定量的な指標と運営協議会の取組を評価する独自のバス評価システムを導入し、

「基幹バス」・「地域バス」のサービス水準の見直しに活用・運営協議会の活動を活性化。

● コミュニティバスでは全国初の宅配物の貨客混載を実施。生産性向上による自立的経営を目指す。

（取組の概要）

移動支援ポータルサイト

地域バスだより

貨客混載の実施

「鉄道」・「基幹バス」・「地域バス」で広大な市域をカバー

地域バス運営協議会にて検討



宇治市地域公共交通会議、明星町自治会、西小倉自治連合会 （京都府宇治市）

（１）補助金スキームの工夫

●「のりあい交通事業」によるバス等の運行に、住民負担を導入しながら、

収支率が高いほど住民負担が減る仕組みとし、住民の積極的な利用を

促進。

（２）利用促進

●観光客の利用も目指し、沿線観光地（三室戸寺）へのアクセス手段とし

てのバス利用をPR。

●子どもたちの絵をバス車内に展示する「ギャラリーバス」や、地元スー

パーとの協働によるスタンプラリーを実施。

●西小倉のりあいタクシーはサポート会員制を導入。年会費を支払えば、

１乗車の運賃が安くなるなど継続的な利用を促す。

２．創意工夫

（１）行政・事業者・住民の三者協働

● 「宇治市のりあい交通事業」に基づき、行政・事業者・住民それぞれ

の役割分担を明確にした協定を締結。

●市が実施する住民説明会や事業者ヒアリング等により、普段から意

識や情報を三者で共有。

１．多様な主体の実質的参画

３．自立性・継続性

●西小倉のりあい交通事業では、地元ラジオを利用した呼びかけ、広報

にて「乗って 残そう！」の呼びかけを行い、サポート会員の加入を促す。

（取組の概要）

宇治市のりあい交通事業の「しおり」

ギャラリーバス 新聞記事

観光利用PRチラシ

明星レインボウバス
運賃収入推移

サポート会員数の推移 運行開始日（H29.10.10）282世帯 → （H30.3.5）311世帯 ＜10％増加＞

住民、交通事業者、行政の三者協定による「宇治市のりあい交通事業」により、民間バス撤退後の交
通空白地域における地域の足を確保。住民が主体となった利用促進策や維持資金の募集、行政から
の自律的支援などにより、利用者増加や収支改善による事業継続を実現。

西小倉のりあい
タクシー便り

光利用PRチラシ
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淡路市地域公共交通会議 （兵庫県淡路市）

（１）循環バス(北部生活観光バス)の運行による様々なアクセスの強化

●高速バス停留所、高速船ターミナルへの接続及び乗継時間短縮によ

り、本州や四国へのアクセスが向上。その結果市内高校への島外から

の通学者が増加。

（２）観光路線を組み込み新たなニーズを開拓

●観光シーズンに合わせて観光用の路線を設定。日常的な利用だけで

は無く、観光の需要も取り込んでいる。

２．創意工夫

（１）関係者との協働

●北部生活観光バスは、沿線上の住民や町内会、船舶事業者等様々

な関係者と連携して、運行ルートやダイヤ等を調整。

（２）島全体の交通網を総合調整

●島内の淡路市、 洲本市とも意見交換を行い、島全体のバス路線網

や乗り継ぎポイント等を調整。市域を越えた地域公共交通ネットワー

クを構築。

１．多様な主体の実質的参画

３．自立性・継続性

（１）北部生活観光バス利用者の増加

●平成２６年度の運行開始年度は年間約３．４万人だった

利用者が平成２８年度には、約５．８万人に増加。

（２）継続に向けての取り組み

●北部生活観光バスの運賃は安易に廉価にすることなく、利用者にも応

分の負担（500円/回）を求めることにより、安定的な収入を確保。

●各所のボランティア輸送（自家用有償）は積極的な利用を呼びかけ

末端の交通も盛り上げている。

（取組の概要）
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縦貫線

西浦線

山田地域デマンド

岩屋コミバス（らくらく号）

北部生活観光バス

興隆寺マイカーボランティア

鮎原線

高速バス

高速船北部生活観光バス利用者

らくらく号の利用呼びかけチラシ

北部生活観光バスで通学する学生 高速船とも連携

既存の路線バス路線の一部廃止を機に、地域公共交通ネットワーク全体を再編し、廃止前の補助
金同等額で、既存路線の維持や、高速バス、高速船等との乗継利便向上、観光客の足の確保等
を実現。廃止前と比べ、利用者の７０％増加等を達成。
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京都府
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特定非営利活動法人にこにこ日土 、愛媛県八幡浜市（愛媛県八幡浜市）

『 自分たちのまちは自分たちで 』

→地域と行政が協働し、高齢者の移動に加え、児童・生徒の

通学を含めた地域の移動手段をトータルで確保（地区と市街

地を結ぶ定時定路線・域内デマンド・小中学校スクール輸送）

●自ら運転手を確保、無償貸与された旧駐在所（遊休施設）を

事務所として有効活用

●地域ニーズに基づく運行、高齢者の外出機会創出（お遍路

巡りツアーなど）、チラシでの会員拡大の取組

２．創意工夫

（１）地域住民の熱意と行動

●民間路線バス廃止・縮小の危機を受け、地域住民が

立ち上がりNPOを設立、自ら地域の移動手段を確保

●地区住民の会費拠出による事業運営

（２）市による本取組への全面支援

●交通担当部署のみならず、学校教育・福祉等各部署

が連携、クロスセクター効果による便益向上を目指し、

NPOの活動を全面的にバックアップﾟ

１．多様な主体の実質的参画

３．自立性・継続性

●事業開始以降、市・県・国からの運営費補助

（欠損補助）が一切なく、約10年間黒字運営を

継続、バス利用者数も約2.2倍増

●地域住民の満足度が高く、費用対効果の

高い活動を継続して取組中

（取組の概要）

過疎・高齢化が進む中山間地域において、地域住民が立ち上がり、行政との協働により「我がまち
の移動手段」をトータルで確保（定時定路線・デマンド・スクール輸送）。運行開始当初と比較し約2.2倍のバス
利用者数増を実現し、黒字運営を約10年間継続する等、持続可能な移動手段の仕組みを構築。

八幡浜市

愛媛県

NPO法人にこにこ日土 バス出発式（H20 市広報誌）
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H29年度利用者数はH21年度比約2.2倍増！

【バス利用者数内訳（人）】

中学校統廃合により、H29年度の児童・
生徒利用者数は対前年比約1.7倍増！

開始以降約10年間黒字運営！

【事業収支（千円）】
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（旧駐在所を活用）

旧日土東小学校
（H26休校）

日土地区

日土地区の概要（みかん栽培がさかんな標高20m～600mの中山間地域）

高齢者の移動に加え、児童・生徒の通学需要にも対応
下校便時刻と乗車児童を示すボード

＠小学校内下駄箱付近
バス利用促進チラシ
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大分市地域公共交通協議会（大分県大分市）

○高齢化が進展し、交通不便地域が多数点在する大分市において、平
成16年から登録制・予約制の乗合タクシーを運行開始。
平成24年から「ふれあい交通」として本格化。

○各ルートにおいて、地域住民が主体となり、大分市と運行計画の策定・
見直しを行う「地域検討会」を開催。地域住民の中の 「真の利用者」の
ニーズを受け止め 、運行の改善につなげていく仕組みを構築。

○大分市は地域検討会・説明会を精力的に運営。利用者からの意見は
大分市地域公共交通協議会において議論し、実運行に反映。その他、
ふれあい交通と接続するバス停の上屋・ベンチの整備を重点的に実施。

○地域のタクシー事業者全体で運行を担う体制を構築。
ある事業者が運行不能となった場合でも、タクシー協会が調整し、他の事業者が運行を継続。
運行事業者がそれぞれ利用予約を受付け、予約人数に応じたサイズの乗用タクシーを配車。

１．「真の利用者」、行政、事業者の参画・連携

（取組の概要）
日付 場所 分類 対象者 内容 参加人数（約） 日付 場所 分類 対象者 内容 参加人数（約）

1 4/10 丸亀公民館 説明会 亀甲、鶴瀬、上徳丸の自治会長 制度の説明（１回目） 3人 44 11/24 摺公民館 検討会 摺ルート沿線の自治会長及び住民 運行計画の検討 5人

2 4/11 大分市ＨＰ 周知 ホームページ閲覧者 制度の説明 45 11/27 小黒公民館 検討会 大黒ルート沿線の自治会長及び住民 運行計画の検討 15人

3 4/16 葛木公民館 説明会 葛木の自治会長及び班長 制度の説明（１回目） 50人 46 11/27 福水集会所 検討会 福水ルート沿線の自治会長及び住民 運行計画の検討 7人

4 4/18 丸亀公民館 説明会 亀甲、鶴瀬、上徳丸の自治会長及び住民 制度の説明（２回目） 20人 47 11/28 美し野公民館 説明会 美し野の自治会長及び住民 制度の説明（２回目） 3人

5 4/21 郵送 周知 ふれあい交通対象地域の自治会長 制度拡充案内文書の送付 240人 48 11/28 家島公民館 検討会 家島ルート沿線の自治会長及び住民 運行計画の検討 13人

6 4/25 各支所 周知 全８支所の地域担当班職員 制度拡充内容の説明 20人 49 11/29 久土公民館 検討会 畑ルート沿線の自治会長及び住民 運行計画の検討 9人

7 4/27 田中１～３ 現地調査 田中１～３の自治会長 停留所新設のための現地調査 3人 50 11/29 延命寺公民館 検討会 延命寺ルート沿線の自治会長及び住民 運行計画の検討 14人

8 5/18 大南支所 説明会 大南地区自治委員連絡協議会総会 制度の説明 80人 51 12/1 岡倉公民館 検討会 朝海ルート沿線の自治会長及び住民 運行計画の検討 3人

9 5/19 佐賀関支所 説明会 佐賀関地区自治委員連絡協議会総会 制度の説明 80人 52 12/4 高城公民館 検討会 中野ルート沿線の自治会長及び住民 運行計画の検討 12人

10 5/26 一木公民館 説明会 一木の自治会長及び民生委員 制度の説明（１回目） 6人 53 12/5 市尾上公民館 検討会 市尾ルート沿線の自治会長及び住民 運行計画の検討 12人

11 5/30 樅木会館 説明会 大志生木１～５の自治会長及び民生委員 制度の説明（１回目） 10人 54 12/6 美し野公民館 検討会 美し野の自治会長及び住民 運行計画の検討 6人

12 6/1 小中島公民館 説明会 小中島の自治会長及び老人会会員 制度の説明 50人 55 12/7 伊与床公民館 検討会 端登ルート沿線の自治会長及び住民 運行計画の検討 9人

13 6/8 田中公民館 説明会 田中１～３の自治会長及び住民 制度の説明 48人 56 12/7 樫原公民館 検討会 判田ルート沿線の自治会長及び住民 運行計画の検討 10人

14 6/9 吉野公民館 説明会 吉野校区の民生委員 制度の説明 13人 57 12/10 庄ノ原公民館 検討会 庄の原ルート沿線の自治会長及び住民 運行計画の検討 14人

15 6/13 屋山公民館 説明会 屋山の自治会長及び住民 制度の説明 15人 58 12/11 曙台公民館 説明会 曙台ルート沿線の自治会長及び住民 決定した運行計画の説明 23人

16 6/14 一木公民館 説明会 一木の自治会長、民生委員、住民 制度の説明（２回目） 33人 59 12/12 木佐上老人憩の家 検討会 木佐上ルート沿線の自治会長及び住民 運行計画の検討 18人

17 6/16 曙台公民館 説明会 曙台の自治会長及び住民 制度の説明 40人 60 12/14 葛木公民館 検討会 葛木の自治会長及び住民 運行計画の検討 15人

18 6/26 樅木会館 検討会 大志生木１～５の自治会長及び民生委員 運行計画の検討（１回目） 9人 61 12/14 弓立公民館 検討会 弓立ルート沿線の自治会長及び住民 運行計画の検討 4人

19 6/30 曙台公民館 検討会 曙台の自治会長及び住民 運行計画の検討 13人 62 12/17 屋山公民館 説明会 屋山ルート沿線の自治会長及び住民 決定した運行計画の説明 31人

20 7/7 大南支所 説明会 大南地区社会福祉協議会総会 制度の説明 60人 63 12/19 一木公民館 説明会 一木ルート沿線の自治会長及び住民 決定した運行計画の説明 27人

21 7/10 屋山公民館 検討会 屋山の自治会長及び住民 運行計画の検討（１回目） 20人 64 2/13 葛木公民館 説明会 葛木ルート沿線の自治会長及び住民 決定した運行計画の説明 41人

22 7/16 吉野公民館 検討会 吉野校区の自治会長及び社協、大分市社協 運行計画の検討 30人 65 2/13 木佐上老人憩の家 説明会 木佐上ルート沿線の自治会長及び住民 決定した運行計画の説明 12人

23 7/23 上白木公民館 説明会 上白木の自治会長、民生委員 制度の説明 21人 66 2/14 竹中公民館 説明会 中野ルート沿線の自治会長及び住民 決定した運行計画の説明 8人

24 7/25 樅木会館 説明会 大志生木１～５の自治会長、民生委員、住民 制度の説明（２回目） 50人 67 2/14 岩上公民館 説明会 端登ルート沿線の自治会長及び住民 決定した運行計画の説明 8人

25 8/1 屋山公民館 検討会 屋山の自治会長及び住民 運行計画の検討（２回目） 25人 68 2/15 板山公民館 説明会 判田ルート沿線の自治会長及び住民 決定した運行計画の説明 13人

26 8/9 小志生木公民館 説明会 小志生木の自治会長及び住民 制度の説明 20人 69 2/15 伊与床公民館 説明会 端登ルート沿線の自治会長及び住民 決定した運行計画の説明 9人

27 8/9 舟ヶ平公民館 検討会 舟ヶ平の自治会長及び住民 制度の説明＆運行計画の検討 6人 70 2/15 樫原公民館 説明会 判田ルート沿線の自治会長及び住民 決定した運行計画の説明 12人

28 8/18 池の上公民館 説明会 松岡校区社会福祉協議会 制度の説明 13人 71 2/16 大内公民館 説明会 大内ルート沿線の自治会長及び住民 決定した運行計画の説明 24人

29 8/28 葛木公民館 説明会 葛木の自治会長及び住民 制度の説明（２回目） 30人 72 2/16 高城公民館 説明会 中野ルート沿線の自治会長及び住民 決定した運行計画の説明 11人

30 8/29 一木公民館 検討会 一木の自治会長、民生委員、住民 運行計画の検討 18人 73 2/19 市尾上公民館 説明会 市尾ルート沿線の自治会長及び住民 決定した運行計画の説明 18人

31 9/2 美し野公民館 説明会 美し野自治会長及び役員、旦野原自治会長 制度の説明（１回目） 22人 74 2/19 木田南部公民館 説明会 市尾ルート沿線の自治会長及び住民 決定した運行計画の説明 5人

32 9/5 小池原団地集会所 説明会 小池原二の自治会長 制度の説明 1人 75 2/20 小原公民館 説明会 高沢ルート沿線の自治会長及び住民 決定した運行計画の説明 6人

33 9/5 自治会長宅 説明会 東原の自治会長及び住民 制度の説明 2人 76 2/20 望みが丘公民館 説明会 望みが丘ルート沿線の自治会長及び住民 決定した運行計画の説明 15人

34 9/7 樅木会館 検討会 大志生木１～５の自治会長、民生委員 運行計画の検討（２回目） 7人 77 2/21 河原内くすのきホール 説明会 弓立・中野ルート沿線の自治会長及び住民 決定した運行計画の説明 4人

35 9/29 杉原公民館 説明会 杉原の民生委員及び住民 制度の説明 20人 78 2/21 弓立公民館 説明会 弓立ルート沿線の自治会長及び住民 決定した運行計画の説明 5人

36 10/10 東原公民館 説明会 東原の自治委員及び役員 制度の説明（２回目） 35人 79 2/22 延命寺公民館 説明会 延命寺ルート沿線の自治会長及び住民 決定した運行計画の説明 10人

37 10/22 大津留公民館 説明会 松岡校区会長及び大津留の自治会長、住民 運行計画の検討 28人 80 2/23 摺公民館 説明会 摺ルート沿線の自治会長及び住民 決定した運行計画の説明 7人

38 10/24 杉原公民館 検討会 杉原の民生委員及び住民 運行計画の検討 3人 81 2/27 馬場公民館 説明会 畑ルート沿線の自治会長及び住民 決定した運行計画の説明 5人

39 10/25 望みが丘公民館 検討会 望みが丘ルート沿線の自治会長及び住民 運行計画の検討 6人 82 2/27 家島公民館 説明会 家島ルート沿線の自治会長及び住民 決定した運行計画の説明 11人

40 11/12 旦野原公民館 説明会 旦野原の自治会長及び住民 制度の説明 31人 83 2/28 荷小野公民館 説明会 高沢ルート沿線の自治会長及び住民 決定した運行計画の説明 3人

41 11/14 大内公民館 説明会 大内の自治会長、民生委員、住民 制度の説明 11人 84 3/1 庄ノ原公民館 説明会 庄の原ルート沿線の自治会長及び住民 決定した運行計画の説明 14人

42 11/21 大内公民館 説明会 大内の自治会長、民生委員、住民 運行計画の検討 14人 85 3/1 丹生公民館 説明会 延命寺ルート沿線の自治会長及び住民 決定した運行計画の説明 6人

43 11/24 荷小野公民館 検討会 高沢ルート沿線の自治会長及び住民 運行計画の検討 8人 1711人合計

★

３．自立的・継続的な運行を実現
○平成16年に4ルートから開始した取組みが現在は23ルートに横展開。利用者増加の系統もみられる。

○大分市が行う高齢者向け路線バス100円均一施策（高齢者ワンコインバス事業）をふれあい交通
にも適用。路線バスのネットワークとも連携し、地域住民の「おでかけ」を誘発。

○昨年度より、市内全ての交通不便地域において、住民の意志で乗合タクシーの提案を可能に。
→市内の全ての交通不便地域を解消できる仕組みを実現。路線バスとのネットワークを構築。

○ふれあい交通から降車の際、利用者は名前を記載した「利用券」をドライバーに手渡し。
→全ての利用状況を把握可能。特に頻度の高い利用者には地域検討会に重点的に参画を要請。

「利用券」を通じて、「真の利用者」を把握。

○各ルートごとに利用登録者数に応じた便数の上限（1週6～20便）を設定。
→地域検討会では、限られた便数の中、使い勝手や路線バスの接続時間を考慮した、住民が真に

必要とする運行計画が作り上げられることになり、財政面での持続可能性も担保。

２．市内全ての交通不便地域を持続的に解消できる仕組みを創意工夫

のべ85回開催、
地域からは合計1,711人が参加

この4月も23ルート中16ルートで、停留所の
新設・運行時刻変更等の運行見直しを実施

H29年度開催の検討会・説明会一覧

大分市内を結ぶ路線バス・ふれあい交通ネットワーク

地域住民主体の地域検討会

・運行形態：路線不定期（予約制）
・週当たり便数：6～20便
・運賃：200円
（小学生以下とワンコインバスの
対象高齢者は100円）

・地域住民の中でも「真の利用者」自らが「地域検討会」において運行計画を策定・見直し。
・昨年度より、市内の全ての交通不便地域において導入可能にし、路線バスとのネットワークを構築。
・開始時より、運行ルートが大きく増加し、地域住民の「おでかけ」の手段として定着。

「テマ・ヒマ・オジャマ」の精神

記名式の利用券「おでかけ」を誘発


